
ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

五
三

ベルギーとの租税（所得）条約改正議定書

◎
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の

　

条
約
を
改
正
す
る
議
定
書

　
（
略
称
）
ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
二
年　

一
月
二
十
六
日　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
署
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
二
年　

五
月　

十
二
日　

国
会
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
二
年　

六
月　

十
八
日　

効
力
発
生
の
た
め
の
通
告
の
閣
議
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
二
年　

六
月　

十
八
日　

日
本
側
の
効
力
発
生
の
た
め
の
通
告
の
受
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日　

ベ
ル
ギ
ー
側
の
効
力
発
生
の
た
め
の
通
告
の
受
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月　

二
十
日　

公
布
及
び
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
条
約
第
一
一
号
及
び
外
務
省
告
示
第
三
七
九
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日　

効
力
発
生

　
　

目　
　
　

次　

 

ペ
ー
ジ 　

前　
　
　

文  
 

五
五　
　
　

第　

一　

条　

条
約
第
二
十
六
条
の
改
正  

 

五
五　
　
　

第　

二　

条　

千
九
百
六
十
八
年
の
議
定
書
３
へ
の
3A
及
び
3B
の
追
加  

 

五
七　
　
　

第　

三　

条　

効
力
発
生
及
び
有
効
期
間  

 

五
八　
　
　

末　
　
　

文  
 

五
八　
　
　



ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

五
五

前

文 

条
約
第
二 

十
六
条
の

改
正



ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

五
六



ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

五
七

千
九
百
六

十
八
年
の

議
定
書
３

へ
の
3A
及

び
3B
の
追

加



ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

五
八

効
力
発
生

及
び
有
効

期
間

末

文 



ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
改
正
議
定
書

五
九

（
参
考
）

　

こ
の
議
定
書
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和
六
十
三
年
十
一
月
九
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
署
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さ
れ
た
改
正
議
定
書
（
平
成
二
年
二
国
間

条
約
集
参
照
）
で
一
部
が
改
正
さ
れ
た
、
昭
和
四
十
三
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三
月
二
十
八
日
に
東
京
で
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ベ
ル
ギ
ー
と
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租
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所
得
）
条
約
（
昭
和
四
十
五
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二
国
間
条
約
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参
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）
に
つ
い
て
、
租
税
に
関
す
る
情
報
交
換
に
係
る
規
定
を

国
際
標
準
に
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っ
た
内
容
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
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